
（自由提案型補助制度）

令和8年度諏訪市がんばる地域支援金 ～みんなで進めるみんなが主役のまちづくり～

◎注意点
・ 事業の計画段階で事前にご相談ください（遅くとも事業開始の1ヶ月前） 。
・ 提案内容や申請件数などにより、不採択となる場合があります。
・ 補助の対象外となる経費もあります。

その他、詳しくはお気軽にご相談ください。

◎趣 旨：区・自治会など地域が果たす役割の重要性が増している中で、地域の課題は複雑・多様
化しています。諏訪市では、区・自治会が主体的に行う地域の課題の解決の取り組みに
対して補助を行い、地域力の向上を推進していきます。

◎対象者：区や自治会

地域戦略・男女共同参画課 地域支援係（内線284・288）

１．地域の発展・活性化事業 ２．課題解決ハード事業

対象事業
地域の発展、魅力の発見及び発信又は活性化のための事業であって、

新たに取り組む事業。また、新たな事業と同等レベルと認められるリ
ニューアル事業（ただし、同一事業につき1回）。

区及び自治会が抱える課題の解決のための事業であっ
て、区又は自治会が管理・所有する施設・備品の維持修
繕事業（ただし、対象経費10万円以上の事業が対象）。

事業例

例）ソフト事業
○区や自治会への加入促進のための、世代間交流行事等の開催や区や自治会の

紹介チラシの作成
○地域の様々な課題を解決するための、地域での組織の立ち上げ など

例）ハード事業
＜ハード事業とは？➡備品購入費や構造物などの設置・改修費用など＞

○日常の買い物の足に困っている地域の高齢者のバス利用促進を図るための、
バス停へのベンチの設置 など

例）ハード事業
○区で管理している樹木を倒木防止のために伐採
○区の管理している通路の修繕 など

補助率 ソフト事業：4/5以内 ハード事業：3/4以内 1/2以内

補助
上限額

30万円（リニューアル事業は20万円） 30万円（下限5万円）

申請方法
①事前相談 ⇒ ②R8年4月～R9年2月末 申請受付 ⇒ 申請内容の審査（書類審査） ⇒ 交付決定
⇒  交付決定後、事業開始 ⇒ ③事業後2月以内又はR9年3月末の早い方 実績報告書提出 ⇒ 支援金を振込

その他

○1つの区や自治会が同一年度に補助を受けられる事業は、原則、地域の発展・活性化事業及び課題解決ハード事業別にそれぞれ1回ずつとします。

○以下の事業は対象外となります。
・諏訪市の他の補助制度の対象となる事業 ・国や県その他の団体から補助を受けている事業
・過去に諏訪市から補助を受け実施した事業に係る事業

※過去3年以内に課題解決ハード事業を利用していない区及び自治会
の事業が対象です。

※ただし、以下の施設・備品は対象外です。
▷公民館、防犯灯、防災、消防、ゴミステーション、温泉、神社

地域の皆さんの自由な発想で多くのご提案をお待ちしています！
裏面もご参照ください。



令和７年度諏訪市がんばる地域支援金採択事業

区・自治会名 事業名 採択額

1 上町区 公会所活動を充実させるための環境整備事業（活性） 300,000円

2
南真志野区
北真志野区

真志野山山論裁定絵図刊行事業（活性） 300,000円

3 双葉ケ丘区 サロン会場の環境改善事業（活性） 205,000円

4 角間町区 小冊子「角間町の歴史と御柱祭」の作成（活性） 300,000円

5 清水４区 公民館環境整備事業（活性） 300,000円

6 上金子区 宮川土手桜並木の整備事業（活性） 300,000円

7 下金子区 地域コミュニティ活性化（快適空間整備）事業（活性） 300,000円

8 沖田町区 ペーパーレス化及びICT推進事業（活性） 207,000円

9 神宮寺区 神宮寺区宮ノ脇カヤ倒木防止整備事業（課題） 300,000円

10 立石町区 立石町立石第一遊園地倒木防止整備事業（課題） 122,000円

11 衣之渡区 衣之渡区地域活動のデジタル化事業（活性） 145,000円


